
（単位:百万円）

△

△

繰 延 税 金 資 産 １６，３０８

貸 倒 引 当 金 ３８，７３６

支 払 承 諾 見 返 １７，０１７

建 設 仮 払 金

保 証 金 権 利 金

そ の 他 資 産

土 地 建 物 動 産

前 払 費 用

未 収 収 益

そ の 他 の 資 産

金 融 派 生 商 品

動 産 不 動 産

手 形 貸 付

証 書 貸 付

当 座 貸 越

４２，６０６

１，２４１，７１９

割 引 手 形

９８４，００５

１６１，８０１ 前 受 収 益

買 入 外 国 為 替

２８３外 国 他 店 預 け

外 国 為 替

４３

金 融 派 生 商 品

そ の 他 の 負 債

３２７

賞 与 引 当 金

１，８８８，９３６１，８８８，９３６

５８８

負債及び資本の部合計

資 本 の 部 合 計 ７８，０９３

自 己 株 式

９，３８２

１，８１０，８４３

再評価に係る繰延税金負債 １，４２１

支 払 承 諾

退 職 給 付 引 当 金

負 債 の 部 合 計

４，２４１

９４

未 払 法 人 税 等

未 払 費 用

借 用 金

４４

８８，９１６

そ の 他 負 債

未 決 済 為 替 借

社 債

科 目 金　　　　　額

５５，４１４

２，３３７

１２，５００

１２，５００

２４６

２４２

４

２，７５２

１，１８０

０

１，０４９

１５，０００

金　　　　　額

１，７４９，００５

１７，０１７

１１，２５６

１０

８５

９８９

６１７

現 金

預 け 金

商 品 国 債

９５６，９１３

１６，７４１４９

コ ー ル ロ ー ン

買 入 金 銭 債 権

４５，０９３

普 通 預 金

資 産 の 部 合 計

貸 出 金

６，９９６

４３２，５７５

１５０，８９４

６３，５５２

１２０，８５８

５４，６６３

地 方 債

社 債

国 債

そ の 他 の 証 券

そ の 他 の 預 金

借 入 金

外 国 為 替

外 国 他 店 預 り

コ ー ル マ ネ ー

有 価 証 券

商 品 地 方 債

株 式

貸　借　対　照　表

（平成１8年３月３１日現在）

商 品 有 価 証 券

１０，３２１

１３６，９９６

（ 資 産 の 部 ）

現 金 預 け 金

５４，１０６

６５２，０６７

５７，９１９

科 目

（ 負 債 の 部 ）

預 金

当 座 預 金

貯 蓄 預 金

通 知 預 金

定 期 預 金

売 渡 外 国 為 替

０

１３，６４３

８，６０８

６７

２，５２７

１４，３６８

６，０１３ （ 資 本 の 部 ）

別 途 積 立 金

当 期 未 処 理 損 失

利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

任 意 積 立 金

資 本 金

２３

４０３

１９，７７５

１９，７７５

７０１

当 期 純 損 失

土 地 再 評 価 差 額 金

利 益 準 備 金

第　３　４　期　決　算　公　告

２４，１６７

株 式 等 評 価 差 額 金

２６，７６３

３６，４１０

３６，４１０

１４，０４０

１４，１９０

４，３９２

７，５７１

－１－



（注）１． 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2． 商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。
3．

お、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。
4． デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
5．

　　建　物
　　動　産

6．
ます。

7． 社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。
8．

9． 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　

た貸倒実績率等に基づき計上しております。

す。

おり、その金額は 23,649百万円であります。
10．

11．

  過去勤務債務
により損益処理

　数理計算上の差異
により按分した額をそれぞれ発生の翌期から損益処理

12．
通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

13．

14．
外消費税等は当期の費用に計上しております。

15． 取締役及び監査役に対する金銭債権総額 百万円
16． 子会社の株式総額 百万円
17． 子会社に対する金銭債権総額 百万円
18． 子会社に対する金銭債務総額 百万円
19． 動産不動産の減価償却累計額 百万円
20． 動産不動産の圧縮記帳額 百万円
21．

使用しております。
22． 貸出金のうち、破綻先債権額は 5,988百万円、延滞債権額は 75,046百万円であります。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っておりま

保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額して
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という）に係る債権

認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出し

及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という）に係る債権については、以下のなお書き
に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と

その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法

各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当
期に帰属する額を計上しております。

為替相場による円換算額を付しております。

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償
却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、動産不動産に係る控除対象

9,762

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により

以下のとおりであります。
見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は

外貨建その他有価証券(債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、

く）については定額法）を採用しております。なお､主な耐用年数は次のとおりであります。
3年～ 50年

自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（5年）に基づく定額法により償却しており

外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式を除き、主として決算日の

2年～ 20年

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会
社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時
価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法によ

動産不動産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除

り算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。な

価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在してい

1,815

貸借対照表に計上した動産不動産のほか、現金自動設備（ＡＴＭ）等の一部については、リース契約により
2,262

ること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

5,913
13,123

49
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出金であります。

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
23． 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は 0百万円であります。

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
24． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 13,255百万円であります。

債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
25．

円であります。
なお、22．から 25．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

26．

すが、その額面金額は  7,039百万円であります。
27． 担保に供している資産は次のとおりであります。

      担保に供している資産
有価証券 百万円
現金 百万円

      担保資産に対応する債務
預　　　金 百万円

を差し入れております。
28．

債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。
      再評価を行った年月日 平成14年3月31日
      同法律第3条第3項に定める再評価の方法

整を行って算出

再評価後の帳簿価額の合計額を下回る額 百万円
29．

12,500百万円であります。
30． 社債は、劣後特約付社債 15,000百万円であります。
31． 1株当たりの純資産額 503 円 87銭
32．

であります。
33．

同様であります。
 売買目的有価証券
　　　貸借対照表計上額 百万円
　　　当期の損益に含まれた評価差額 百万円
 満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当ありません
 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの

該当ありません
 その他有価証券で時価のあるもの

株式 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

債券
   国債
   地方債
   社債
その他

手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

　うち損

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負

地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格

破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 94,290百万

入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額が当該事業用土地の
1,894

方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調

第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸

なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

4,475

413,776 12,687

377

7,419

602

1,405

8

17,978

5,787

558

6,483

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 56,403百万円

土地の再評価に 関す る法 律施 行令 （平 成10 年3

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

借 入 金 は 、 他 の 債 務 よ り も 債 務 の 履 行 が 後 順 位 で あ る 旨 の 特 約 が 付 さ れ た 劣 後 特 約 付 借 入 金

月31日公布政令 第119 号） 第2 条第 4号 に定 める
地価税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する

合計

1,253

20,106

32,039 33,540 1,501 1,878

401,089

旧商法施行規則第124条第3号に規定されている時価を付したことにより増加した純資産額は、7,571百万円

により算出した価格に基づいて、奥行価格補正、側
を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法

17,419

155,361 △ 4,466150,894

｢商品有価証券｣並びに「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権が含まれております。以下 36.まで

337,338 331,105

△0
94

49,130

取得原価 貸借対照表
計 上 額

31,710

118,011

63,965 63,552 △ 413

31

189

250

116,658 △ 1,353 52

△ 6,233

　うち益

有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証券」のほか、

評価差額
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額金」に含まれております。

34． 当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

百万円 百万円 百万円
35． 時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

 満期保有目的の債券
非上場社債券 百万円

 子会社･子法人等株式及び関連法人等株式
子会社･子法人等株式
関連法人等株式

 その他有価証券
非上場株式 (店頭売買株式を除く)
非上場外国証券
貸付債権信託受益権
投資事業有限責任組合に類するものの出資持分

36．
であります。

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
債券 百万円 百万円 百万円 百万円

   国債
   地方債
   社債
その他

37．

間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が 217,502百万円あります。

に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
38．

おります。

なお、上記の評価差額から繰延税金負債 5,129百万円を差し引いた金額 7,558百万円が、｢株式等評価差

売却額 売却益 売却損

当期において、その他有価証券で時価のあるものの減損処理はございません。また、時価のある有価証券の
減損処理にあたっては、決算日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について一律減損
処理するとともに、下落率が30%以上50%未満の銘柄について過去一定期間の時価の推移を考慮し、時価の
回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損処理することとしております。

67,010 4,966 1,124

貸借対照表計上額内　容

4,200

9,762
74

3,406
205

その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のとおり

3,406
1,150

14,749 169,095 106,016 45,443

- 71,102 34,348 45,443

1,344 9,999 52,207 -

13,405 87,993 19,459 -

- 12,914 5,845 3,894

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の
拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において

合計 14,749 182,009 111,861

必要に応じて不動産･有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続

49,338

控除により表示しているため、減損損失累計額につきましては、各資産の金額から直接控除しております。

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審
議会平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第6号平成15年10月31日）を当期から適用しております。これにより、税引前当期純損失は 246百万円増加して

なお、銀行業においては、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に基づき減価償却累計額を直接

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する
契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、217,502百万円であります。このうち原契約期

－４－



（単位:百万円）

(注) 1． 　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2． 　子会社との取引による収益総額 百万円

　子会社との取引による費用総額 百万円
3． 　１株当たり当期純損失金額 91 円 54 銭
4．

　　

６６

減 損 損 失 ２４６
１２３

３７０
１８７

２０，４４４

法 人 税 等 調 整 額
１１５

△　　６，３６９
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額 ４６

１４，１９０
４９３

当 期 純 損 失
前 期 繰 越 利 益

損　益　計　算　書
（平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで）

０
３，８１１

３，３６７

１，７０５

償 却 債 権 取 立 益

貸 出 金 償 却
株 式 等 売 却 損

営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

２５２

１５９

動 産 不 動 産 処 分 益

１，０２６
９６５

３２，０８０
２７，８９０

国 債 等 債 券 償 還 損

社 債 利 息

１７９

９
１９７

４４４

２０，２７１

６０

そ の 他 の 役 務 費 用
そ の 他 業 務 費 用

国 債 等 債 券 売 却 損

そ の 他 の 支 払 利 息
役 務 取 引 等 費 用

支 払 為 替 手 数 料

借 用 金 利 息

そ の 他 の 受 入 利 息

受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益

資 金 調 達 費 用

商 品 有 価 証 券 売 買 益
国 債 等 債 券 売 却 益

外 国 為 替 売 買 益
そ の 他 業 務 収 益

経 常 費 用

４，００３

３３，８４０

７４
８５

２８，８８５

１，２１１

４，７２５

６９

３，５４１

金 額

２，１９１
５，７３２

４５，６５６
科 目

資 金 運 用 収 益
経 常 収 益

役 務 取 引 等 収 益

貸 出 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
コ ー ル ロ ー ン 利 息
預 け 金 利 息

８６７
６５，９２８

９６２
０

２

４，８７１

２４６

預 金 利 息

コ ー ル マ ネ ー 利 息

１，１２０
６２１

譲 渡 性 預 金 利 息 ０

そ の 他 の 業 務 収 益
そ の 他 経 常 収 益

株 式 等 売 却 益
そ の 他 の 経 常 収 益

中 間 配 当 額
自 己 株 式 処 分 差 損
当 期 未 処 理 損 失

株 式 等 償 却

動 産 不 動 産 処 分 損

税 引 前 当 期 純 損 失

経 常 損 失
特 別 利 益

特 別 損 失

そ の 他 の 経 常 費 用
１９

２４，００３
６，１９１

　また、当期において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は第三

  割引前将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額を下回る営業用店舗の土地・建物について、帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額 246百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
　営業用店舗については、原則個々の営業店をグルーピングの単位とし（出張所は母店と同一のグループ、業
務の関連性が強い営業店は同一のグループ）、本部等については独立したキャッシュ・フローを生み出さない

３８７
△　　　　　　２

１４，０４０

ことから共用資産としております。また、遊休資産については各資産単位でグルーピングをしております。

者による不動産鑑定士等の評価額より処分費用見込額を控除して算定しております。

145
1,295

－５－



（単位:百万円）

△

△

連 結 調 整 勘 定 ５２４

１７，０１７

４０，９２１

９，０１１

支 払 承 諾

１，０２８

資 本 金

（ 資 本 の 部 ）

負 債 の 部 合 計

買 入 金 銭 債 権

貸 倒 引 当 金

そ の 他 資 産

動 産 不 動 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

９４

連　結　貸　借　対　照　表

（平成１８年３月３１日現在）

貸 出 金

外 国 為 替

商 品 有 価 証 券

有 価 証 券

金　　　　　額

１，７５１，１８８

２，３３７

負 債 及 び 資 本 の 部 合 計

科 目

（ 負 債 の 部 ）

預 金

コールマネー及び売渡手形

借 用 金

外 国 為 替

資 本 剰 余 金

そ の 他 負 債

売 現 先 勘 定

資 産 の 部 合 計

１，８１８，６４３

５０

１４，７９３

繰 延 税 金 負 債

９，３８４

１，４２１

退 職 給 付 引 当 金

再評価に係る繰延税金負債

１６，１０６

７，１７１

社 債 １５，０００

１７，０１７

１，２０２賞 与 引 当 金

４３６，３０８

１，２４６，５３６

１２，５００

１１３

４，２４１

１３８，９５４

１，２５５

科 目 金　　　　　額

５４，７８５

（ 資 産 の 部 ）

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

２４，１６７

利 益 剰 余 金 ２７，９４６

１９，７７５

為 替 換 算 調 整 勘 定

自 己 株 式

株 式 等 評 価 差 額 金 ７，７９３

４０３

６６８

１，８９８，４８０１，８９８，４８０

７９，８３７資 本 の 部 合 計

９１８

土 地 再 評 価 差 額 金

－６－



（注）１． 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2． 商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。
3．

おります。なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。
4． デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
5．

　　建　物
　　動　産

により償却しております。
6．

（主として5年）に基づく定額法により償却しております。
7． 社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。
8．

連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

換算しております。
9． 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　

た貸倒実績率等に基づき計上しております。

す。

おり、その金額は 23,649百万円であります。

込額をそれぞれ引き当てております。
10．

11．

  過去勤務債務
により損益処理

　数理計算上の差異
による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

12．
の以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

13．

14．
よっております。

15． 当行の取締役及び監査役に対する金銭債権総額 百万円
16． 動産不動産の減価償却累計額 百万円
17． 動産不動産の圧縮記帳額 百万円
18．

により使用しております。
19． 貸出金のうち、破綻先債権額は 6,343百万円、延滞債権額は 76,111百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により
元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案し
て必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法
処理方法は以下のとおりであります。

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
こと等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在している

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という）に係る債権

認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出し

に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見

保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額して

込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び

立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っておりま

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独

2,781
13,455

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

外貨建その他有価証券(債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価

各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）

年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び

49

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その
他有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として
移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行って

当行の動産不動産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を

連結貸借対照表に計上した動産不動産のほか、現金自動設備（ＡＴＭ）等の一部については、リース契約

除く）については定額法）を採用しております。なお､主な耐用年数は次のとおりであります。
3年～ 50年
2年～ 20年

及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という）に係る債権については、以下のなお書き

当行の外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式を除き、主として

連結される子会社及び子法人等の動産不動産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により

自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間

連結会計年度に帰属する額を計上しております。

－７－



出金であります。

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
20． 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は 0百万円であります。

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
21． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は  13,255百万円であります。

債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
22．

円であります。
なお、19．から 22．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

23．

すが、その額面金額は  7,039百万円であります。
24． 担保に供している資産は次のとおりであります。

      担保に供している資産
有価証券 百万円
現金 百万円

      担保資産に対応する債務
預　　　金 百万円
売現先勘定 百万円

を差し入れております。
また、動産不動産のうち保証金権利金は 708百万円であります。

25．

債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。
      再評価を行った年月日 平成14年3月31日
      同法律第3条第3項に定める再評価の方法

整を行って算出

事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る額 百万円
26．

　12,500百万円であります。
27． 社債は、劣後特約付社債 15,000百万円であります。
28． 1株当たりの純資産額 516 円 　　80銭
29．

同様であります。
 売買目的有価証券
　　　連結貸借対照表計上額 百万円
　　　当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 百万円
 満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当ありません
 その他有価証券で時価のあるもの

株式 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

債券
   国債
   地方債
   社債
その他

12,962 20,434 7,472

　うち損
558

6,486

4,478

602

1,405

2,205 427

1,894

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 56,403百万円

手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価

方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調

31

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額が当該

借 用 金 は 、 他 の 債 務 よ り も 債 務 の 履 行 が 後 順 位 で あ る 旨 の 特 約 が 付 さ れ た 劣 後 特 約 付 借 入 金

により算出した価格に基づいて、奥行価格補正、側

破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 95,710百万

土地の再評価に 関す る法 律施 行令 （平 成10 年3

1,255

入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

月31日公布政令 第119 号） 第2 条第 4号 に定 める

を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負

2,508

　うち益
17,978

△0

49,130

連結貸借
対照表計上額

337,938 331,702

151,491

94

△ 6,236

評価差額

17,419

取得原価

31,710

8

合計 413,175 426,137

63,552 △ 413 189

43,526 45,304 1,778

118,011

有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証券」のほか、
｢商品有価証券｣並びに「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権が含まれております。以下 32．まで

250

116,658 △ 1,353 52

155,961 △ 4,470

63,965

却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令

を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法

地価税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する

5,787

地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格

第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

－８－



価差額金」に含まれております。

30． 当連結会計年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

百万円 百万円 百万円
31． 時価のない有価証券のうち、主なものの内容と連結貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

 満期保有目的の債券
非上場社債券 百万円
その他社債券

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
関連法人等株式 19

 その他有価証券
非上場株式 (店頭売買株式を除く)
非上場外国証券
貸付債権信託受益権
投資事業有限責任組合に類するものの出資持分

32．
であります。

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
債券 百万円 百万円 百万円 百万円

   国債
   地方債
   社債
その他

33．

間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が 217,502百万円あります。

し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
34． 当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。

退職給付債務 百万円
年金資産(時価）
未積立退職給付債務
未認識数理計算上の差異
未認識過去勤務債務
連結貸借対照表計上額の純額

退職給付引当金
35．

 246百万円増加しております。

△ 18,892
7,869

△ 11,022

△ 9,384

1,601

△ 9,384
36

なお、上記の評価差額から繰延税金負債 5,181百万円を差し引いた金額に、持分法適用会社が所有するそ

売却損

当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものの減損処理はございません。また、時価のある
有価証券の減損処理にあたっては、決算日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について
一律減損処理するとともに、下落率が30%以上50%未満の銘柄について過去一定期間の時価の推移を考慮し、
時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損処理することとしております。

売却額 売却益

の他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 0百万円を加算した額 7,780百万円が、「株式等評

その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のとおり

15,049 169,392 106,016 45,443

300 71,398 34,348 45,443

1,344 9,999 52,207 -

187,973 115,700

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものでは

2,131 18,581 9,684 5,184

等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内）手続に基づき顧客の業況等を把握

50,628

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する
契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、217,530百万円であります。このうち原契約期

合計 17,181

ありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、

をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券
当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額

4,200

3,406

1,190

1,150

205

-

68,439 4,966 1,251

連結貸借対照表計上額

3,406

13,405 87,993 19,459

内　容

控除により表示しているため、減損損失累計額につきましては、各資産の金額から直接控除しております。

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審
議会平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第6号平成15年10月31日）を当連結会計年度から適用しております。これにより税金等調整前当期純損失は

なお、銀行業においては、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に基づき減価償却累計額を直接

－９－



（単位:百万円）

（注） 1． 　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2． 　1株当たり当期純損失金額 90円　95銭
3． 　「その他の経常費用」には、貸出金償却 6,205百万円、株式等償却 19百万円を含んでおります。
4．

２６３

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

　１４，０５３

△　６，３４２

１２５

２０，１３１

連　結　損　益　計　算　書
（平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで）

１９５

１９，９６５

２４，４８３

８，３０６

３７１

２０５

９

１，１７０

０

１７９

４４

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 損 失

１，３９６

８５３

３，３３５

３２，７９０

動 産 不 動 産 処 分 損

経 常 損 失

特 別 利 益

特 別 損 失

動 産 不 動 産 処 分 益

償 却 債 権 取 立 益

そ の 他 の 経 常 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

１６５

９６

２９，１０４

１，２９８

５，４４３

７０

金 額

６，４２１

４７，５６２

３４，８８０

科 目

資 金 運 用 収 益

経 常 収 益

役 務 取 引 等 収 益

貸 出 金 利 息

有 価 証 券 利 息 配 当 金

コールローン及び買入手形利息

預 け 金 利 息

そ の 他 の 受 入 利 息

そ の 他 業 務 収 益

６７，５２８

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

預 金 利 息

役 務 取 引 等 費 用

売 現 先 利 息

４，９６１

２８，８３５

借 用 金 利 息 ２５２

そ の 他 業 務 費 用

そ の 他 の 支 払 利 息

営業用店舗については、原則個々の営業店をグルーピングの単位とし（出張所については母店と同一の

割引前将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額を下回る営業用店舗の土地・建物について、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額 246百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

売却価額は第三者による不動産鑑定士等の評価額より処分費用見込額を控除して算定しております。

グループ、業務の関連性が強い営業店は同一のグループ）、本部等については、独立したキャッシュ･フ

ピングをしております。
ローを生み出さないことから共用資産としております。また、遊休資産については各資産単位でグルー

また、当連結会計年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味

減 損 損 失 ２４６

譲 渡 性 預 金 利 息 ０

社 債 利 息 ６６

コールマネー及び売渡手形利息

－１０－


